
◆募集職種

・事務職 A
・事務職 B（社会人経験者）
・保健師

◆試験日

令和 4年 7月 10日（日）
令和 4年 7月 11日（月）

◆受付期間

令和 4年 6月 1日（水）
平成 ～ 6月 17日（金）

◆試験会場

相生市文化会館

扶桑電通なぎさホール

令 和 ４ 年 度 実 施

全職種専門試験対策不要！

社会人経験者・保健師は

教養試験対策も不要！



１ 職種、採用予定人員等

（注１）全職種共通の注意事項は、次のとおりです。

１ 受験申込みは、１人１職種に限ります。

２ 地方公務員法第１６条（欠格条項）のいずれかに該当する人は、受験できません。

３ 卒業見込みの受験者が令和５年３月３１日までにその属する学校を卒業できない場合は採用できません。

４ 合格基準に満たない場合は不合格とするため、合格者数が採用予定人員に達しない場合があります。

５ 大学院修了は大学卒業の区分とします。

（注２）職務経験については、次のとおりとします。

１ 職務経験は、最終学歴後の経験が対象です。

２ 職務経験年数は、令和５年３月３１日において、通算して３年以上であることが必要です。

３ 経験年数には、民間企業、官公庁、自営業等に１年以上継続して勤務（１週間あたり３０時間以上の勤

務とし、正規・非正規は問いません。）した期間が該当します。ただし、休職等で会社を休んでいた期

間は、経験年数に通算できません。

４ １年以上継続した職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一期間内に複数の

職務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴に限ります。

５ 最終結果発表後に職務経験年数の確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。なお、職歴が確

認できなかった場合又は申込書や報告書の記載事項に不正があった場合には、合格を取り消します。

職 種 学 歴
採用予定

人 数
受 験 資 格

事務職Ａ
大学卒

短大卒

４名

程度

平成４年４月２日以降に生まれた人（令和５年４月１日にお

ける満年齢が３０歳までの人）で学校教育法による大学又は

短期大学を卒業した人又は令和５年３月に卒業見込みの人

事務職Ｂ

(社会人経験者)

大学卒

短大卒

３名

程度

昭和５７年４月２日以降に生まれた人（令和５年４月１日に

おける満年齢が４０歳までの人）で、学校教育法による大学

又は短期大学を卒業し、民間企業等での職務経験が通算して

３年以上ある人 ※(注２)

保 健 師
大学卒

短大卒

２名

程度

昭和５７年４月２日以降に生まれた人（令和５年４月１日に

おける満年齢が４０歳までの人）で、保健師助産師看護師法

による保健師学校等を卒業又は令和５年３月までに同校を卒

業見込みの人で、保健師免許を有する人又は令和５年３月

３１日までに保健師免許を取得見込みの人



２ 第１次試験日時・場所

（１）日 時

(注) 受験者数により２日目の集合時間は変更する場合があります。

（２）場 所

相生市文化会館扶桑電通なぎさホール

（相生市相生６丁目１番地１ 電話番号０７９１（２３）７１１８）

（３）日程等の変更について

新型コロナウイルス感染症の影響等により、やむを得ず試験日程又は試験会場を変更する場合

があります。試験日程又は試験会場に変更がある場合は、事前に各受験者の方へ通知するととも

に市ホームページに掲載します。

３ 試験科目等

（１） １日目

（２） ２日目

試験内容 日 時

１日目 筆 記

令和４年７月１０日（日）

事 務 職 Ａ ：午前 ９時３０分集合

事務職Ｂ・保 健 師 ：午前１０時３０分集合

２日目 集団面接 令和４年７月１１日（月） 全職種：午前９時３０分集合

職 種 科目 試験時間 内 容

事務職Ａ

教養 ２時間
社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、

判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能

検査 ３０分 適性検査（２種類）

論文 １時間 文章による構成力、表現力、思考力等

事務職Ｂ

(社会人経験者)

保健師

検査 ３０分 適性検査（２種類）

論文 １時間 文章による構成力、表現力、思考力等

科 目 内 容

面 接 集 団 面 接



４ 試験当日持参するもの

（１）受験票（持参しない人は受験できないことがあります。）

（２）筆記用具（HBの鉛筆、消しゴム）

（３）マスク（新型コロナウイルス感染症拡大防止のためマスクの着用をお願いします。）

５ 第１次試験結果発表

８月下旬頃予定（※受験者全員に合格・不合格を通知します。）

６ 第２次試験

（１）日 程 ９月中旬頃予定（※第１次試験合格者に通知します。）

（２）試験科目 集団討論面接、個人面接

７ 最終結果発表

第２次試験受験者に１０月初旬頃までに通知する予定です。



８ 受験手続・受付期間

申込方法

受験を申し込まれる人は、次の書類を持参してください。

（注）提出していただいた受験に際しての書類は返却いたしません。

【全職種共通】

（１）受験申込書（本市所定の用紙に自筆、写真貼付）

※インターネットから受験申込書をダウンロードする場合は、必ず A４判サ
イズの白紙に黒色インクで印刷してください。

（２）受験票用写真１枚（縦 4.0㎝×横 3.0㎝、申込前 6カ月以内に撮影した無帽・
上半身・正面のもの）

※受験申込書に貼付した写真と同一のものを用意してください。

（３）最終学校の卒業証明書（卒業証書の写しは不可）又は卒業見込証明書

※大学院に在籍または修了されている人は、大学の卒業証明書

※短期大学と同等と認められる専修学校を卒業又は卒業見込みの資格で受験

される人は、「人事院の認定に係る受験資格該当証明書」を併せて用意して

ください。

（４）連絡用封筒（長形３号の封筒に８４円切手を貼り、第１次試験結果郵送先を明

記のうえ提出してください。）

【事務職Ｂ（社会人経験者）】

上記（１）～（４）に加え、職務経験申告書（本市所定の用紙に自筆）

【保健師】

上記（１）～（４）に加え、保健師免許取得証明書（取得見込みの人は不要）

【郵送で申し込む場合】

・郵送での申込は、６月１４日（火）必着です。

・発送時に必ず電話により仮受付を行ってください。

・郵送での申込は、上記(４)とは別に、受験票郵送用封筒(長形３号の封筒に８４

円切手を貼り、受験票郵送先を明記)を同封してください。

※仮受付者については、申込書類到達後、受付確認の連絡をいたしますが、書類

不備があった場合は、６月１７日（金）までに該当箇所の修正、再提出がない

場合は受付できませんのでご注意ください。

受付期間

及び

受付時間

令和 ４年６月 １日（水）から

令和 ４年６月１７日（金）まで（土曜日及び日曜日は除きます。）

※ 郵送での申込の場合は、令和４年６月１４日（火）必着

８時３０分から１７時１５分まで

受付場所
〒678-8585 相生市旭一丁目１番３号

相生市役所 企画総務部総務課職員係



９ 試験結果の開示

この試験の結果については、相生市個人情報保護条例第２６条第１項の規定により、口頭で開

示請求することができます。

なお、電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人であることを明らかに

する書類（受験票、運転免許証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接請求してください。

１０ 合格から採用まで

（１）試験合格者には採用前に身体検査を行い、採用を決定します。

（２）採用は、令和５年４月１日の予定です。

（３）採用決定を受けた人が、令和５年３月３１日までにその属する学校を卒業できない場合は

採用決定を取り消します。

また、事務職Ｂについては、最終結果発表後に職務経験年数の確認のため、職歴証明書等を

提出していただきます。なお、職歴が確認できなかった場合又は申込書や報告書の記載事項

に不正があった場合には、合格を取り消します。

１１ 待 遇

（１）初任給 現行（令和４年４月現在）の初任給は次のとおりです。

※職務経歴がある場合は、市の規定により経歴に応じて加算されます。

（２）諸手当

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの規定に基づいて支給されます。

（３）休暇等

年次有給休暇のほか、夏季休暇、結婚休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、育児休業等の各種

休暇・休業制度があり、安心して働くことができます。

（４）福利厚生

定期健康診断の実施に加え、共済会事業として人間ドック受診に対する助成を行うなど職員の

健康管理に努めています。その他、クラブ活動への助成やインフルエンザ予防接種助成など職員

のニーズに応じた事業を行っています。

試験区分 請求できる人 開示内容 開示期間 請求先及び開示場所

第１次試験
不合格者 総合得点及び順位

合 格 発 表 の 日

か ら １ か 月 間

相 生 市 役 所

企 画 総 務 部 総 務 課第２次試験

職 種 大 学 卒 短 大 卒

事 務 職Ａ・Ｂ

保 健 師
１８８，７００円 １６８，９００円



１２ 過去の試験実施結果（直近実施の２年度分）

１３ そ の 他

・試験当日は、新型コロナウイルス感染症対策として、受付時の検温、消毒液の設置、会場の換

気等を実施させていただきますのでご協力をお願いします。

・その他詳細については、相生市役所企画総務部総務課職員係までお問い合わせください。

電話番号（０７９１）２３－７１２６

職 種
前々回（年度合計） 前回（年度合計）

受験者数 合格者数 競争率 受験者数 合格者数 競争率

事 務 職 Ａ ２４ ３ ８．０ ２２ ４ ５．５

事 務 職 Ｂ
（ 社 会 人 ）

１３ １ １３．０ ２５ ３ ８．３

保 健 師 ４ １ ４．０ ２ １ ２．０



～先輩職員からのメッセージ～

市民生活部市民課 大川 彩恵（平成２８年度入庁）

①私が市役所を志望した動機

私は相生市で生まれ育ち、大学進学を機に初めて地元

を離れたことで、相生市の住みやすさ、人の温かさとい

った魅力を再認識しました。そして、就職活動の１番の

軸を「地元に貢献できること」と設定し、地域の生活全

般に携われることから、相生市を志望しました。

②今の仕事の内容

国民健康保険の被保険者の資格に関する業務や窓口

業務を担当しています。

③これまでの仕事の中で得たもの、うれしかったこと、感じたこと

市役所の業務は多岐にわたり、大変な面もありますが、幅広い知識を身につけることができ、自分

自身の成長にも繋がります。そして何よりも、市民の方の笑顔や、「ありがとう」といった温かいお

言葉が、仕事への活力となっています。

④受験予定者へのメッセージ

市役所には、様々な業務がありますが、どの業務も市民の方の生活に関わる、やりがいのある仕

事です。地元に貢献したい方、相生市に魅力を感じている方、皆さんと一緒に働くことのできる日

を楽しみにしています。

企画総務部総務課 大谷 健人（平成３０年度入庁）

①私が市役所を志望した動機

大学を卒業後、民間企業に就職し一度相生を離れたこ

とで、いつか生まれ育ったまち「相生」に帰り、市民の

方々のために少しでも貢献したいという想いから、相生

市を志望しました。

②今の仕事の内容

市の条例や規則の作成事務、マイナンバーに関する業

務などを担当しています。

③これまでの仕事の中で得たもの、うれしかったこと、感じたこと

市役所の業務は、全て法律や市の条例、規則といったルールに基づいて行われており、法律改正等

によって市が制定している条例、規則及び要綱の改正を行っています。その改正内容が市民の方々に

も大きく関わっているものばかりで、小さなミスも許されない重要な事務となるので、その分責任と

やりがいを感じています。

④受験予定者へのメッセージ

市役所では定期的に異動があり、大変な面もありますが、様々な業務内容を学べる機会となり、

他では中々できない貴重な経験を積むことができます。職員として行う全ての仕事が市民の方々の

生活を支えています。魅力ある良いまちにできるよう、一緒に頑張っていきましょう！

事務職

事務職



試 験 会 場 位 置 図


